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たてばやしクリーンセンター
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定例会
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人
事
案
件

▽
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
＝
人
権
擁
護
委
員
の
小
島
た

み
子
さ
ん（
美
園
町
）の
任
期
が
、

平
成
29
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、
引
き

続
き
推
薦
し
た
い
と
し
て
、
人

権
擁
護
委
員
法
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
に
対
し
意
見
を
求
め
ら
れ

た
も
の
で
、
推
薦
に
つ
き
全
員

一
致
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
＝
人
権
擁
護
委
員
の
大
朏
輝

一
さ
ん
（
細
内
町
）
の
任
期
が
、

平
成
29
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、
引
き

続
き
推
薦
し
た
い
と
し
て
、
人

権
擁
護
委
員
法
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
に
対
し
意
見
を
求
め
ら
れ

た
も
の
で
、
推
薦
に
つ
き
全
員

一
致
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

＝
監
査
委
員
の
髙
木
貞
一
郎
さ

ん
（
大
手
町
）
の
任
期
が
、
平

成
28
年
12
月
２
日
を
も
っ
て
満

了
と
な
る
こ
と
か
ら
、
後
任
に

早
川
勉
さ
ん
（
上
赤
生
田
町
）

を
選
任
し
た
い
と
し
て
、
地
方

自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

の
同
意
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

全
員
一
致
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に

つ
い
て
＝
公
平
委
員
会
委
員
の

伊
東
方ま
さ
み巳

さ
ん（
下
早
川
田
町
）

の
任
期
が
、
平
成
28
年
12
月
19

日
を
も
っ
て
満
了
と
な
る
こ
と

か
ら
、
後
任
に
前
山
文ふ
み

伸の
ぶ

さ
ん

（
当
郷
町
）
を
選
任
し
た
い
と

し
て
、
地
方
公
務
員
法
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め

ら
れ
た
も
の
で
、
全
員
一
致
で

同
意
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
制
定

▽
館
林
市
つ
つ
じ
を
愛
し
保
護

す
る
条
例
＝
本
市
に
と
っ
て
、

つ
つ
じ
が
岡
公
園
の
つ
つ
じ
は

歴
史
的
に
も
文
化
的
に
も
特
筆

す
べ
き
宝
で
あ
り
、
貴
重
な
財

産
で
す
。
先
人
た
ち
の
英
知
と

努
力
、
そ
し
て
、
つ
つ
じ
を
守

ろ
う
と
す
る
深
い
情
熱
に
よ
っ

て
脈
々
と
受
け
つ
が
れ
て
き
た

お
か
げ
で
、
今
日
の
世
界
に
誇

れ
る
つ
つ
じ
の
名
園
と
な
っ
て

お
り
、
本
市
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
こ
の
財
産
が
、
郷
土

の
誇
り
と
し
て
後
世
の
人
々
に

も
愛
さ
れ
続
け
る
よ
う
、
本
市

に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
々
の
参

加
と
協
働
に
よ
り
、
永
続
的
に

保
護
し
て
い
く
こ
と
を
改
め
て

決
意
し
、
表
明
す
る
た
め
に
、

本
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
農
業
委
員
会
委
員
及

び
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

定
数
条
例
＝
農
業
委
員
会
等
に

関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
り
、

農
業
委
員
の
選
出
方
法
や
定
数

の
定
め
が
変
更
さ
れ
、
農
業
委

員
の
定
数
は
、
委
員
会
が
機
動

的
に
開
催
で
き
る
よ
う
現
行
の

半
数
程
度
と
な
っ
た
た
め
、
地

域
の
実
情
等
を
考
慮
し
て
10

人
と
し
、
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
は
、
地
区
担
当
制
を
と

る
こ
と
か
ら
、
円
滑
に
活
動
で

き
る
よ
う
現
在
の
農
業
委
員
の

担
当
地
区
の
数
と
同
じ
16
人
を

定
数
と
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、

農
業
委
員
に
は
利
害
関
係
を
有

し
な
い
者
を
含
め
る
も
の
と
し
、

両
委
員
と
も
地
区
ま
た
は
団
体

推
薦
、
公
募
を
想
定
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
報
酬
額
は
、
県

内
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
農
業

委
員
は
据
え
置
き
、
推
進
委
員

は
定
期
的
な
申
請
審
査
等
の
法

令
業
務
が
な
い
た
め
、
農
業
委

員
よ
り
２
０
０
０
円
少
な
い
２

万
７
０
０
０
円
と
設
定
す
る
た

め
に
、
本
条
例
を
制
定
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

▽
館
林
市
議
会
議
員
及
び
館
林

市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運

動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
＝
公
職
選
挙
法
施
行

令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
館
林

市
議
会
議
員
及
び
館
林
市
長
の

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
の

自
動
車
及
び
ポ
ス
タ
ー
に
係
る

公
費
負
担
の
限
度
額
を
国
に
準

じ
て
引
き
上
げ
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
長
の
選
挙
に
お
け
る

ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
公
職
選
挙
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
館
林
市
長

の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ
の
作
成

に
係
る
公
費
負
担
の
限
度
額
を

国
に
準
じ
て
引
き
上
げ
る
た
め
、

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

　

平
成
28
年
館
林
市
議
会
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
２
日
か
ら

15
日
ま
で
の
14
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
等
は
、
追
加
議

案
を
含
め
22
件
、
諮
問
２
件
で
、
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原

案
の
と
お
り
同
意
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
一
部
事
務

組
合
議
会
議
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

つつじが岡公園のつつじ
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本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
＝
雇
用
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
国

家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
雇
用
保
険
に
お

い
て
、
現
行
で
は
同
一
の
事
業

主
の
適
用
事
業
に
65
歳
以
前
か

ら
引
き
続
い
て
雇
用
さ
れ
て
い

る
者
に
雇
用
保
険
を
適
用
し
て

い
た
も
の
を
、
雇
用
保
険
法
の

改
正
に
よ
り
、
65
歳
以
降
に
新

た
に
雇
用
さ
れ
た
者
に
つ
い
て

も
適
用
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
、
対
象
と
な
る
職
員
が
離

職
し
て
求
職
活
動
を
行
う
場
合

に
求
職
者
給
付
金
を
支
給
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
日
本
と
台
湾
と

の
間
で
二
重
課
税
を
回
避
す
る

等
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
日
台

民
間
租
税
取
決
め
が
締
結
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、法
律
名
が「
外

国
人
等
の
国
際
運
輸
業
に
係
る

所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ

る
所
得
税
等
の
非
課
税
に
関
す

る
法
律
」
か
ら
「
外
国
居
住
者

等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義

に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
ら
れ
、

取
決
め
に
規
定
さ
れ
た
内
容
を

実
施
す
る
た
め
の
改
正
に
伴
い
、

日
台
間
に
お
け
る
特
例
適
用
利

子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に

係
る
個
人
住
民
税
の
課
税
の
特

例
を
創
設
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝

「
館
林
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
と
同
様
の
理
由

に
よ
る
改
正
に
伴
い
、
市
町
村

民
税
で
分
離
課
税
さ
れ
る
特
例

適
用
利
子
等
の
額
及
び
特
例
適

用
配
当
等
の
額
を
、
国
民
健
康

保
険
税
で
は
所
得
割
額
の
算
定

及
び
軽
減
判
定
に
用
い
る
総
所

得
金
額
に
含
め
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
＝
一
般
廃
棄
物

処
理
の
広
域
化
に
伴
い
、
本
市
、

板
倉
町
及
び
明
和
町
の
ご
み
処

理
共
同
事
業
に
つ
い
て
、
館
林

衛
生
施
設
組
合
が
事
業
主
体
に

な
る
こ
と
、
ま
た
、
昭
和
47
年

の
法
施
行
よ
り
据
え
置
い
て
い

る
一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可

書
等
の
交
付
手
数
料
を
、
当
該

事
務
手
続
き
の
実
態
や
近
隣
自

治
体
と
の
均
衡
等
も
考
慮
し
、

一
般
廃
棄
物
処
理
業
許
可
書
交

付
手
数
料
を
１
０
０
０
円
か
ら

５
０
０
０
円
に
、
一
般
廃
棄
物

処
理
業
許
可
書
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
０
円
か
ら
２
５
０
０

円
に
、
従
業
員
証
交
付
手
数
料

を
２
０
０
円
か
ら
１
０
０
０
円

に
、
従
業
員
証
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
円
か
ら
５
０
０
円
に

改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
浄
化
槽
の
清
掃
業
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
＝
昭
和
60
年
の
法
施
行

よ
り
据
え
置
い
て
い
る
浄
化
槽

清
掃
業
許
可
に
係
る
手
数
料
を
、

当
該
事
務
手
続
き
の
実
態
や
県

内
及
び
近
隣
自
治
体
と
の
均
衡

を
考
慮
し
、
浄
化
槽
清
掃
業
許

可
申
請
手
数
料
を
１
０
０
０
円

か
ら
５
０
０
０
円
に
、
浄
化
槽

清
掃
業
許
可
書
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
０
円
か
ら
２
５
０
０

円
に
、
従
業
員
証
交
付
手
数
料

を
２
０
０
円
か
ら
１
０
０
０
円

に
、
従
業
員
証
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
円
か
ら
５
０
０
円
に

改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
＝
地
方
公
務

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業

等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う

労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
介
護
休

暇
の
分
割
取
得
を
可
能
と
す
る

こ
と
、
介
護
時
間
を
新
設
す
る

こ
と
、
育
児
休
業
等
に
係
る
子

の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
国
家
公
務
員
及
び
群
馬

県
職
員
の
給
与
改
定
の
例
に
よ

り
、
本
市
職
員
の
給
料
月
額
を

若
年
層
に
重
点
を
置
い
た
世
代

間
の
給
与
配
分
の
観
点
か
ら
、

平
成
28
年
４
月
１
日
に
遡
及
し

て
平
均
０
・
２
％
引
き
上
げ
る

ほ
か
、
扶
養
手
当
の
見
直
し
を

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
段
階

的
に
実
施
し
、
配
偶
者
に
係
る

手
当
額
を
引
き
下
げ
、
子
に
係

る
手
当
額
を
引
き
上
げ
等
の
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
28
年
12
月
期
の

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
０
・

１
月
分
引
き
上
げ
、
平
成
29
年

度
以
降
に
つ
い
て
は
、
引
き
上

げ
分
を
６
月
期
と
12
月
期
の
勤

勉
手
当
に
均
等
に
配
分
す
る
も

の
で
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
本
市
一
般
職
の

任
期
付
職
員
に
つ
い
て
も
国
家

公
務
員
等
の
例
に
よ
り
所
要
の

改
正
を
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

たてばやしクリーンセンター



（ 29. 2. 1 ）　　　館林市議会だより　（4）

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
館
林
市
特
別
職
の
職
員
の
期

末
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
本

市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
改
正
に
準
じ
て
、
平
成
28
年

12
月
期
に
支
給
す
る
特
別
職
の

期
末
手
当
の
支
給
月
数
を
０
・

１
月
分
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

平
成
29
年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、

引
き
上
げ
分
を
６
月
期
と
12
月

期
の
期
末
手
当
に
均
等
に
配
分

す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

▽
市
道
８
４
９
７
号
線
の
路
線

認
定
に
つ
い
て
＝
群
馬
県
が
事

業
主
体
と
な
っ
て
平
成
28
年
度

の
完
成
を
目
標
に
進
め
て
い
る

都
市
計
画
道
路
西
部
一
号
線
は
、

事
業
完
了
後
に
県
道
と
し
て
認

定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
現
在
の

県
道
寺
岡
・
館
林
線
の
一
部
が

廃
止
さ
れ
、
そ
の
区
間
の
道
路

管
理
を
本
市
が
引
き
継
ぐ
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

県
道
及
び
市
道
の
引
継
事
務
を

円
滑
に
行
う
た
め
に
、
群
馬
県

か
ら
引
き
継
ぎ
を
受
け
る
県
道

寺
岡
・
館
林
線
の
一
部
を
新
た

に
市
道
と
し
て
認
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
＝
81
万
８
０
０
０
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
62
億
５
４
０
２
万

６
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算
（
追
加
議
案
）

▽
平
成
28
年
度
館
林
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
＝

58
万
４
０
０
０
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ

ぞ
れ
２
８
９
億
８
５
８
５
万
６

０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
平
成
28
年
度
館
林
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
＝
７
７
４
万
６
０

０
０
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
１
０

１
億
１
３
４
５
万
４
０
０
０
円

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
平
成
28
年
度
館
林
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）
＝
４
０
５
万
４
０
０
０

円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
18
億
４
２

０
９
万
７
０
０
０
円
と
す
る
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
平
成
28
年
度
館
林
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
＝
82
万
５
０
０
０
円
を
減

額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
62
億
５
３
２
０
万

１
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て
＝
議

会
の
映
像
配
信
に
つ
い
て
の
調

査
を
行
う
た
め
、
議
員
10
名
を

派
遣
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、
議
案

２
件
で
、
ま
ず
、
館
林
市
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
審
査

で
は
、
委
員
か
ら
、
本
市
職
員

の
高
年
齢
被
保
険
者
の
有
無
や
、

新
た
に
65
歳
以
上
で
採
用
さ
れ

る
場
合
、
臨
時
職
員
や
嘱
託
職

員
で
も
雇
用
保
険
の
適
用
と
な

る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
質
疑

総
務
文
教

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
館
林
市
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
審
査
で

は
、
委
員
か
ら
、
今
回
の
改
正

に
伴
い
、
課
税
の
対
象
と
な
る

方
は
市
内
に
ど
の
程
度
い
る
の

か
な
ど
に
つ
い
て
の
質
疑
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
は
、
２
議
案
と

も
全
員
一
致
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

補
正
予
算

▽
平
成
28
年
度
館
林
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
＝

７
億
８
６
９
２
万
１
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
８
９
億
８

５
２
７
万
２
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
平
成
28
年
度
館
林
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
＝
７
９
０
万
７
０
０
０

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
18
億
４
６

１
５
万
１
０
０
０
円
と
す
る
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
平
成
28
年
度
館
林
市
介
護
保

常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

市道8497号線

　12 月15日に一部事務組合議会議
員の選挙が行われ、邑楽館林医療
事務組合議会議員に青木一夫議員
と河野哲雄議員が、館林衛生施設
組合議会議員に櫻井正廣議員、篠
木正明議員、髙橋次郎議員が、館
林地区消防組合議会議員に野村晴
三議員が、それぞれ当選されました。
　その結果、各組合議会議員は、
次のとおりとなりました。

【邑楽館林医療事務組合議会議員】
青木　一夫　　吉野　高史
河野　哲雄　　井野口　勝則   

【館林衛生施設組合議会議員】
櫻井　正廣　　篠木　正明
髙橋　次郎　　町井  　猛

【館林地区消防組合議会議員】
岡村　一男　　遠藤　重吉
野村　晴三

一部事務組合議会議員
の選挙結果
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議員個人の賛否結果一覧表
議席番号

議 員 名

　議案等名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

結果

権

田

昌

弘

櫻

井

正

廣

橋

本
　
　

徹

斉

藤

貢

一

青

木

一

夫

渡

辺

充

徳

多

田

善

洋

泉

澤

信

哉

篠

木

正

明

吉

野

高

史

岡

村

一

男

遠

藤

重

吉

青

木

幸

雄

野

村

晴

三

河

野

哲

雄

向

井
　
　

誠

髙

橋

次

郎

井
野
口
　
勝
　
則

小

林
　
　

信

町

井
　
　

猛

諮　問 
第２号

人権擁護委員の推薦につき
意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

推薦
につき
同意

諮　問 
第３号

人権擁護委員の推薦につき
意見を求めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

推薦
につき
同意

議　案 
第65号 監査委員の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議　案 
第66号 公平委員会委員の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議　案 
第67号

館林市議会議員及び館林市長の選挙に
おける選挙運動用自動車の使用等の公
営に関する条例の一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議　案 
第68号

館林市長の選挙におけるビラ
の作成の公費負担に関する条
例の一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議　案 
第69号

館林市職員の退職手当に関す
る条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第70号

館林市税条例の一部を改正
する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

市道の路線認定の現地調査

【○：賛成　●：反対】

市
民
福
祉

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、
議
案

２
件
で
、
ま
ず
、
館
林
市
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
審
査
で
は
、
委
員
か
ら
、
今

回
の
手
数
料
の
改
定
に
伴
い
、

収
入
は
ど
れ
く
ら
い
見
込
ま
れ

る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
質
疑

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
館
林
市
浄
化
槽
の
清

掃
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
審
査
で
は
、

委
員
か
ら
、
市
外
や
県
外
の
業

者
が
本
市
へ
登
録
す
る
こ
と
は

可
能
な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の

質
疑
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
は
、
２
議
案
と

も
全
員
一
致
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

経
済
建
設

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、
議
案

３
件
で
、
ま
ず
、
館
林
市
つ
つ

じ
を
愛
し
保
護
す
る
条
例
の
審

査
で
は
、
委
員
か
ら
、
つ
つ
じ

が
岡
公
園
の
世
界
遺
産
登
録
に

つ
い
て
の
市
の
考
え
や
、
市
民

の
入
園
料
無
料
化
な
ど
に
つ
い

て
の
質
疑
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
館
林
市
農
業
委
員
会

委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
定
数
条
例
の
審
査
で
は
、

委
員
か
ら
、
農
業
委
員
会
の
業

務
が
重
点
化
さ
れ
る
内
容
に
つ

い
て
や
、
農
業
委
員
と
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
の
業
務
量

を
鑑
み
、
報
酬
に
差
を
つ
け
る

必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
の
質
疑

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
市
道
８
４
９
７
号
線

の
路
線
認
定
に
つ
い
て
で
は
、

審
査
対
象
と
な
っ
た
道
路
の
現

地
調
査
を
行
っ
た
後
に
審
査
を

行
い
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
は
、
３
議
案
と

も
全
員
一
致
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
さ
れ
ま
し
た
。



（ 29. 2. 1 ）　　　館林市議会だより　（6）

議席番号

議 員 名

　議案等名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

結果

権

田

昌

弘

櫻

井

正

廣

橋

本
　
　

徹

斉

藤

貢

一

青

木

一

夫

渡

辺

充

徳

多

田

善

洋

泉

澤

信

哉

篠

木

正

明

吉

野

高

史

岡

村

一

男

遠

藤

重

吉

青

木

幸

雄

野

村

晴

三

河

野

哲

雄

向

井
　
　

誠

髙

橋

次

郎

井
野
口
　
勝
　
則

小

林
　
　

信

町

井
　
　

猛

議　案 
第71号

館林市国民健康保険税条例
の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第72号

館林市廃棄物の処理及び清掃に関
する条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第73号

館林市浄化槽の清掃業に関す
る条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第74号

館林市つつじを愛し保護す
る条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第75号

館林市農業委員会委員及び農地
利用最適化推進委員定数条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第76号

市道8497号線の路線認定に
ついて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第77号

平成28年度館林市一般会計
補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第78号

平成28年度館林市下水道事業
特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第79号

平成28年度館林市介護保険
特別会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第80号

館林市職員の勤務時間、休
暇等に関する条例の一部を
改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議　案 
第81号

館林市職員の給与に関する条
例等の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第82号

館林市特別職の職員の期末
手当の支給に関する条例の
一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 原案
可決

議　案 
第83号

平成28年度館林市一般会計
補正予算（第4号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第84号

平成28年度館林市国民健康保
険特別会計補正予算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第85号

平成28年度館林市下水道事業
特別会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議　案 
第86号

平成28年度館林市介護保険
特別会計補正予算（第3号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議員の派遣について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

※多田善洋議長は採決に加わりませんので、「－」となっております。 【○：賛成　●：反対】
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市政を問う !!

12 

月 

６ 

日

橋本　徹議員（８ページ）
○学校教育の充実について

斉藤貢一議員（８ページ）
○館林市の消費実態と今後の見通し並び
に対策について

青木一夫議員（９ページ）
○教職員の負担軽減について
○児童・生徒の学力向上について
○災害時における情報収集等について

渡辺充徳議員（９ページ）
○学校における事故防止について 

12 

月 

７ 

日

河野哲雄議員（10ページ）
○本市の新教育委員会制度について

小林　信議員（10ページ）
○自然・歴史・文化などの観光資源を生か
した街づくりについて

篠木正明議員（11ページ）
○子育て支援・子どもの貧困対策について 
○自衛隊への中学生の職場体験について 

※一般質問通告書の質問事項を掲載

　

今
定
例
会
に
お
け
る
一
般
質
問
は
、
12
月
６
日
・
７
日
の
２
日
間
に
わ
た
り

行
わ
れ
、
７
人
の
議
員
が
市
政
全
般
に
対
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
市
の
所
信
を

た
だ
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
広
範
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
要
旨
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

（
本
文
は
質
問
者
本
人
が
要
約
し
た
も
の
で
す
。）

一
般
質
問

市議会だよりは紙面の都合で本会議の要旨を
掲載しています。
詳しくお知りになりたい場合は
会議録をご覧ください。

館林市議会ホームページから
会議録をご覧いただけます。

館林市議会

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/shigikai/
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学
校
行
事
や
総
合
的
な
学
習

時
間
な
ど
で
、
日
本
の
伝
統
文

化
継
承
と
し
て
空
手
道
を
披
露

で
き
る
場
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

質
問

平
成
32
年
度
か
ら
小
学

校
５
・
６
年
生
に
英
語
が
正
式

科
目
と
し
て
加
わ
り
ま
す
が
、

幼
児
を
対
象
と
し
た
英
語
教
育

活
動
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

今
年
度
よ
り
、
公
立
幼

稚
園
５
園
に
お
き
ま
し
て
英
語

で
遊
ぶ
活
動
を
開
始
い
た
し
ま

し
た
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
話
す
英
語
の

シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
な
が
ら
、
身

体
を
動
か
し
た
り
、
歌
を
歌
っ

物
動
向
調
査
は
行
っ
て
お
り
ま

せ
ん
が
、
商
業
振
興
や
経
済
活

性
化
の
基
礎
資
料
に
な
る
も
の

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
市
と

し
て
は
、
隔
年
で
景
況
調
査
を

実
施
し
、
市
内
事
業
所
の
景
況

感
や
経
営
上
の
問
題
な
ど
を
把

握
し
て
い
ま
す
が
、
本
市
独
自
の

買
物
動
向
調
査
に
つ
き
ま
し
て

は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

質
問

市
内
で
の
外
食
産
業
に

お
け
る
消
費
は
、
年
間
約
54
億

円
が
見
込
め
、
麺
―
１
グ
ラ
ン

プ
リ
の
開
催
な
ど
当
市
の
麺
文

た
り
、
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
す
る

活
動
を
中
心
に
行
っ
て
い
ま
す
。

質
問

挨
拶
と
掃
除
を
徹
底
し
、

自
分
た
ち
の
通
う
学
校
を
明
る

く
き
れ
い
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
の
心
を
育
て
、
学

校
内
を
い
じ
め
が
起
こ
り
に
く

い
空
間
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
と
考
え
ま
す
が
、
そ
の

見
解
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

挨
拶
や
掃
除
を
進
ん
で

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
望
ま
し

い
生
活
習
慣
や
公
共
心
の
育
成

等
、
と
て
も
有
意
義
な
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
い
じ
め
を
し
な
い
、

化
も
内
外
に
発
信
し
て
い
ま
す

が
、
外
食
産
業
に
対
し
て
、
当

市
の
特
化
し
た
施
策
と
補
助
事

業
を
、
特
に
組
合
加
盟
店
等
に

向
け
て
実
施
し
て
い
く
考
え
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

今
後
も
継
続
し
て
外
食

産
業
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
、
外
食
産
業
に
特

化
し
た
施
策
等
に
つ
き
ま
し
て

は
、
今
後
の
事
業
展
開
に
応
じ

て
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

質
問

人
を
引
き
寄
せ
る
魅
力

を
考
え
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に

さ
せ
な
い
と
い
う
風
土
づ
く
り

に
と
て
も
役
立
つ
取
り
組
み
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

質
問

「
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
理

論
」
を
取
り
入
れ
た
校
則
に
つ

い
て
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答

日
本
の
教
育
は
、
児
童

生
徒
を
罰
則
で
縛
る
の
で
は
な

く
、
心
を
耕
し
育
て
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
い
さ

さ
か
適
合
し
な
い
部
分
も
あ
り

ま
す
が
、
い
じ
め
に
よ
る
自
殺

者
が
出
る
な
ど
深
刻
な
状
況
が

続
く
中
、
毅
然
と
し
た
対
応
で

臨
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

沿
っ
た
行
政
の
補
助
と
商
店
街

の
考
え
方
を
マ
ッ
チ
さ
せ
た
施

策
や
、
都
市
圏
か
ら
空
き
店
舗

等
を
改
装
し
て
移
住
す
る
方
へ

の
支
援
な
ど
の
補
助
制
度
に
つ

い
て
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答

商
店
街
で
の
イ
ベ
ン
ト

や
経
営
支
援
な
ど
、
商
工
会
議

所
等
と
連
携
し
て
い
く
と
と
も

に
、
市
外
か
ら
本
市
で
空
き
店

舗
等
を
活
用
し
て
事
業
を
行
い

た
い
方
へ
の
支
援
は
、
移
住
・

定
住
の
促
進
に
も
つ
な
が
り
ま

す
の
で
、
制
度
の
見
直
し
を
検

討
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

質
問

平
成
24
年
度
よ
り
中
学

校
に
武
道
が
必
修
科
目
と
し
て

取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
成
果
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

男
女
と
も
に
武
道
を
行

う
よ
う
に
な
り
、
日
本
の
伝
統

文
化
の
再
認
識
や
、礼
儀
、所
作
、

相
手
を
敬
う
こ
と
な
ど
、
心
の

教
育
に
も
大
い
に
役
立
っ
て
い

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

質
問

１
９
９
８
年
に
群
馬
県

が
行
っ
た
買
物
動
向
調
査
に
よ

る
と
、
当
市
の
地
元
購
買
率
は

84
・
６
％
で
、
県
内
４
番
目
の

高
さ
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
近

隣
へ
の
イ
オ
ン
の
進
出
や
、
キ

ン
カ
堂
の
撤
退
等
が
消
費
動
向

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
商
店
街
に
対

す
る
当
市
の
施
策
は
継
続
的
に

質
問

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

追
加
競
技
と
し
て
、
武
道
で
も

あ
る
空
手
が
選
ば
れ
ま
し
た
が
、

本
市
の
中
学
校
に
空
手
部
が
な

い
理
由
や
、
中
学
校
で
活
動
で

き
る
場
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

空
手
道
を
指
導
で
き
る

教
員
も
少
な
く
、
県
中
体
連
専

門
部
に
空
手
道
が
な
い
こ
と
も

要
因
の
一
つ
の
よ
う
で
す
。

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
住
民
の

ニ
ー
ズ
と
商
店
街
の
抱
え
る
問

題
と
は
マ
ッ
チ
し
て
い
な
い
気

が
し
ま
す
。
当
市
が
ど
う
い
う

消
費
動
向
に
あ
る
の
か
を
実
数

値
で
知
る
こ
と
は
大
切
だ
と
思

い
ま
す
の
で
、
市
独
自
の
買
物

動
向
調
査
を
行
う
考
え
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

答

県
で
は
98
年
以
降
、
買

橋
本
　
徹 

議
員

斉
藤
　
貢
一 

議
員

　
当
市
の
消
費
実
態
と
見
通
し

　
　
　
　
　
及
び
対
策
に
つ
い
て

　
学
校
教
育
の
充
実
に
つ
い
て
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事
業
会
社
と
の
連
携
及
び
契
約

な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

学
力
向
上
に
つ
い
て

質
問

平
成
28
年
度
全
国
学
力

テ
ス
ト
の
結
果
と
課
題
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

答

小
学
校
の
平
均
正
答
率

は
全
て
の
教
科
で
全
国
を
下
回

る
結
果
と
な
り
ま
し
た
が
、
中

学
校
で
は
全
て
の
教
科
で
全
国

を
上
回
り
ま
し
た
。
課
題
に
つ

い
て
は
、
小
学
校
国
語
で
は
自

分
の
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
書

く
力
、
中
学
校
数
学
で
は
数
学

の
よ
う
に
、
個
別
具
体
的
に
ス

ポ
ー
ツ
事
故
を
予
防
す
る
規
則

が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
許
容
を
超

え
る
危
険
が
内
在
し
て
い
る
ス

ポ
ー
ツ
は
、
事
故
予
防
や
防
止

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
か
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
策
定
状
況
等
に

つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

答

各
中
学
校
に
お
き
ま
し

て
競
技
ご
と
に
独
自
の
運
用
マ

ニ
ュ
ア
ル
は
策
定
し
て
い
な
い

の
が
現
状
で
す
。
県
教
育
委
員

会
や
県
中
体
連
の
専
門
部
会
が

出
し
て
い
る
文
書
等
に
よ
り
対

的
な
見
方
や
考
え
方
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。

英
語
教
育
に
つ
い
て

質
問

本
市
の
Ａ
Ｌ
Ｔ
活
用
の

成
果
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ

ー
で
あ
る
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
か
か
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
英
語
を
使
っ

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

ろ
う
と
す
る
児
童
が
増
え
た
こ

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

災
害
時
の
情
報
収
集

質
問

災
害
時
の
情
報
収
集
は
、

職
員
や
消
防
団
な
ど
の
目
視
を

頼
り
に
し
て
い
る
の
が
現
状
だ

応
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
重
大
事
故
に
つ
な

が
る
頭と
う
け
い頸
部ぶ

外が
い
し
ょ
う
傷
や
熱
中
症
等

の
未
然
防
止
に
向
け
て
、
事
故

防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
て

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
特

に
、
柔
道
部
に
お
け
る
事
故
防

止
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
今
年
度
中
に

策
定
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

学
校
事
故
の
情
報
公
開
・
提
供

に
つ
い
て

質
問

学
校
事
故
の
公
表
は
正

確
な
情
報
把
握
や
当
事
者
の
教

育
的
配
慮
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等

と
思
い
ま
す
が
、
小
型
無
人
機

ド
ロ
ー
ン
を
導
入
す
る
こ
と
に

よ
り
、
空
撮
し
た
映
像
の
提
供

を
受
け
、
迅
速
に
被
害
規
模
や

状
況
を
把
握
し
、分
析
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し

た
民
間
事
業
者
と
災
害
協
定
を

結
ぶ
考
え
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

国
の
動
向
を
注
視
す
る

と
と
も
に
、
本
市
の
地
勢
や
地

域
に
合
っ
た
災
害
時
の
ド
ロ
ー

ン
の
活
用
方
法
や
民
間
事
業
者

と
の
協
定
等
に
つ
き
ま
し
て
、

研
究
・
検
討
を
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

の
配
慮
も
必
要
で
す
が
、
そ
れ

ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
は
言
え

な
い
部
分
や
時
期
に
お
い
て
は

情
報
の
公
開
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
情
報
公
開
の
基
準
を

設
け
る
等
の
情
報
公
開
の
あ
り

方
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

答

重
大
な
学
校
事
故
が
起

き
た
と
き
に
は
、
情
報
公
開
は

絶
対
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

教
育
委
員
会
と
し
て
得
た
情
報

は
、
迅
速
か
つ
正
確
に
公
開
す

る
と
と
も
に
、
一
層
の
透
明
化

を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

中
学
教
師
の
多
忙
な
現
状

質
問

日
常
業
務
の
ほ
か
、
部

活
動
の
指
導
な
ど
、
過
重
負
担

に
な
っ
て
い
な
い
か
、
伺
い
ま
す
。

答

先
月
行
っ
た
調
査
で
は
、

93
％
の
小
・
中
学
校
教
員
が
忙

し
い
と
感
じ
、
中
学
校
教
員
の

53
％
が
部
活
動
の
指
導
を
多
忙

の
要
因
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

質
問

教
師
に
よ
っ
て
は
、
経

学
校
事
故
の
状
況
に
つ
い
て

質
問

日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ

ン
タ
ー
法
に
基
づ
く
災
害
共
済

給
付
の
適
用
状
況
な
ど
、
学
校

事
故
の
発
生
件
数
、
場
面
に
つ

い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

答

小
学
校
で
は
平
成
24
年

４
月
か
ら
平
成
28
年
９
月
ま
で

の
合
計
６
７
１
件
中
、
休
み
時

間
な
ど
の
休
憩
中
が
３
２
９
件
、

験
や
指
導
経
験
の
少
な
い
部
活

動
の
顧
問
を
勤
め
る
こ
と
も
多

く
、
負
担
も
大
き
い
と
考
え
ま

す
が
、
民
間
事
業
者
に
委
託
す

る
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

答

今
年
度
は
、
部
活
動
顧

問
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
外

部
指
導
者
を
15
名
配
置
し
て
お

り
、
今
後
、
２
名
の
増
員
を
検

討
し
て
お
り
ま
す
。
民
間
派
遣

授
業
中
が
２
３
９
件
で
し
た
。

中
学
校
で
は
合
計
６
５
９
件
中
、

部
活
動
等
課
外
指
導
中
が
４
０

６
件
、
授
業
中
が
１
７
６
件
で

し
た
。

ス
ポ
ー
ツ
事
故
防
止
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
つ
い
て

質
問

ス
ポ
ー
ツ
に
は
ス
ポ
ー

ツ
基
本
法
と
い
う
も
の
が
あ
る

も
の
の
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

青
木
　
一
夫 

議
員

渡
辺
　
充
徳 

議
員

学
校
に
お
け
る
事
故
防
止
に
つ
い
て
問
う

　
教
育
行
政
と
災
害
時
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
情
報
収
集
に
つ
い
て
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変
更
点
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

質
問

新
制
度
で
は
、
首
長
と

教
育
委
員
会
が
協
議
を
行
う
場

と
し
て
、
全
て
の
自
治
体
に
総

合
教
育
会
議
を
設
け
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。
本
市
で
は
ど

の
よ
う
な
内
容
で
開
催
さ
れ
て

い
る
の
か
、
お
聞
き
し
ま
す
。

答

本
市
の
総
合
教
育
会
議

に
お
い
て
は
、
平
成
27
年
度
に

総
合
教
育
会
議
の
運
営
に
関
し

て
必
要
と
な
る
事
項
を
定
め
る

た
め
、
館
林
市
総
合
教
育
会
議

運
営
要
綱
の
策
定
に
つ
い
て
や
、

館
林
市
教
育
大
綱
の
策
定
に
つ

き
て
お
り
ま
せ
ん
。
駅
伝
大
会

や
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
大
会
な

ど
に
は
、
市
外
か
ら
多
く
の
参

加
者
が
あ
り
ま
す
の
で
、
邑
楽

館
林
物
産
振
興
会
の
協
力
を
得

な
が
ら
物
産
な
ど
を
販
売
で
き

る
機
会
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

市
内
唯
一
の
公
共
の
宿

質
問

つ
つ
じ
が
岡
パ
ー
ク
イ

ン
は
、
市
内
唯
一
の
公
共
の
宿

で
す
。
先
日
も
ス
ポ
ー
ツ
交
流

都
市
の
上
山
市
か
ら
少
年
ス
ポ

ー
ツ
の
子
ど
も
た
ち
が
宿
泊
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
が
無
く
な
っ

た
ら
子
ど
も
た
ち
に
は
余
り
に

い
て
の
検
討
・
協
議
を
行
い
ま

し
た
。
平
成
28
年
度
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
教
育
行
政
上
の
課
題

か
ら
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
、

幼
児
教
育
の
充
実
、
茂
林
寺
沼

湿
原
の
保
護
・
保
全
の
三
つ
の

テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。

質
問

総
合
教
育
会
議
の
仕
組

み
を
活
用
し
て
、
地
域
の
声
を

反
映
す
る
よ
う
な
拡
大
版
総
合

教
育
会
議
開
催
の
考
え
に
つ
い

て
お
聞
き
し
ま
す
。

答

拡
大
版
総
合
教
育
会
議

の
開
催
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先

も
悲
し
い
こ
と
で
す
。
パ
ー
ク

イ
ン
の
継
続
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
お
尋
ね
し
ま
す
。

診
断
士
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

答

今
後
の
経
営
方
針
を
明

確
に
す
る
よ
う
、
中
小
企
業
診

断
士
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け

て
お
り
、
そ
れ
ら
を
十
分
検
討

し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

四
季
を
通
じ
て
訪
れ
る
公
園
に

質
問

つ
つ
じ
が
岡
公
園
の
古

木
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
が
カ

ル
テ
を
つ
く
り
、
大
切
に
保
護

し
て
き
た
館
林
の
宝
で
あ
り
ま

す
。
四
季
を
通
じ
て
家
族
で
訪

進
事
例
を
参
考
と
し
て
、
今
後
、

研
究
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

質
問

教
育
行
政
の
政
治
的
中

立
性
の
確
保
に
対
し
て
、
市
長

の
見
解
を
お
聞
き
し
ま
す
。

答

教
育
委
員
会
は
従
前
ど

お
り
委
員
の
合
議
制
に
よ
る
執

行
機
関
で
あ
る
こ
と
、
総
合
教

育
会
議
の
中
で
も
、
最
終
的
な

執
行
の
権
限
は
教
育
委
員
会
に

担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上

の
点
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
政
治

的
中
立
性
は
十
分
確
保
で
き
る

も
の
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

れ
た
く
な
る
よ
う
な
公
園
施
設

の
整
備
や
園
内
に
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
広
場
を
設
け
れ
ば
経
済
効
果

も
発
揮
で
き
る
は
ず
で
す
が
、

そ
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

協
力
体
制
の
強
化
を

答

ツ
ツ
ジ
の
開
花
が
早
ま

っ
て
お
り
、
今
年
も
ゴ
ー
ル
デ

ン
ウ
イ
ー
ク
に
は
お
客
様
に
残

念
な
思
い
を
さ
せ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

同
時
期
に
開
催
し
て
い
ま
す
花

と
緑
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
の

協
力
体
制
を
強
化
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

質
問

新
教
育
委
員
会
制
度
で

は
、
い
じ
め
な
ど
の
問
題
に
対

し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ
る

の
か
、
お
聞
き
し
ま
す
。

答

い
じ
め
問
題
な
ど
の
重

大
案
件
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

ま
ず
、
教
育
長
が
第
一
義
的
な

責
任
者
と
し
て
迅
速
に
対
応
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

教
育
長
の
判
断
に
よ
り
、
教
育

イ
ベ
ン
ト
の
際
に
物
産
販
売
を

質
問

た
て
ば
や
し
市
民
計
画

に
、「
観
光
振
興
は
さ
ま
ざ
ま

な
波
及
効
果
が
期
待
で
き
る
」、

「
豊
か
な
自
然
、
歴
史
、
文
化

な
ど
の
地
域
資
源
を
活
用
し
、

観
光
客
が
四
季
を
通
し
て
訪
れ

る
よ
う
な
…
」
と
あ
り
ま
す
が
、

地
域
資
源
を
生
か
し
、
回
遊
性

を
持
た
せ
る
た
め
に
、
観
光
タ

委
員
へ
の
迅
速
な
情
報
提
供
や

教
育
委
員
会
の
招
集
が
可
能
と

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
首
長
の

判
断
に
よ
り
、
緊
急
に
総
合
教

育
会
議
を
開
い
て
、
講
ず
べ
き

措
置
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
と

協
議
・
調
整
を
行
う
こ
と
も
可

能
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

点
が
い
じ
め
問
題
へ
の
対
応
と

し
て
、
新
制
度
の
導
入
に
伴
う

ク
シ
ー
の
運
行
を
要
望
し
ま
す
。

ま
た
、
市
外
か
ら
も
た
く
さ
ん

の
人
が
訪
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ

ン
ト
の
際
に
、
経
済
効
果
の
あ

る
土
産
品
販
売
を
検
討
す
る
考

え
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

物
産
協
会
の
協
力
を
得
な
が
ら

答

観
光
宣
伝
を
行
っ
て
お

り
ま
す
が
、
観
光
客
の
回
遊
性

に
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
が
で

河
野
　
哲
雄 

議
員

小
林
　
信 

議
員

本
市
の
新
教
育
委
員
会
制
度
に
つ
い
て

自
然
・
歴
史
・
文
化
な
ど
の
観
光
資
源
を

�

生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
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料
塾
と
捉
え
て
は
ま
ず
い
と
思

い
ま
す
。
大
変
な
家
庭
環
境
の

子
ど
も
に
は
、
家
庭
訪
問
や
個

別
指
導
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す

の
で
、
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

次
に
、
就
学
援
助
の
入
学
準

備
金
の
増
額
や
入
学
前
に
支
給

す
る
考
え
は
な
い
の
か
、
お
尋

ね
し
ま
す
。

答

国
が
示
し
て
い
る
単
価

を
基
本
に
し
て
お
り
、
増
額
の

予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
入
学
前

支
給
に
つ
い
て
は
、
他
市
町
村

の
動
向
も
見
な
が
ら
、
検
討
し

て
ま
い
り
ま
す
。

質
問

学
校
給
食
費
の
無
料
化

や
補
助
制
度
が
広
が
っ
て
い
る

中
で
、
学
校
給
食
費
の
無
料
化

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
、
お
尋
ね
し
ま
す
。

答

給
食
費
の
無
料
化
に
つ

い
て
は
、
検
討
し
て
い
ま
せ
ん
。

質
問

子
育
て
支
援
を
他
の
自

治
体
よ
り
先
ん
じ
て
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
口
減
対
策
や
少

子
化
対
策
に
つ
な
が
り
ま
す
。

そ
れ
ら
を
考
慮
し
て
政
策
判
断

を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
職
場
体
験
で
自
衛
隊

に
行
く
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
が
、

中
学
生
が
武
器
に
触
れ
た
り
、

操
作
を
教
わ
る
こ
と
が
教
育
上

ど
う
な
の
か
。
中
学
生
が
職
場

体
験
で
自
衛
隊
に
行
く
こ
と
に

つ
い
て
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

答

自
衛
隊
も
職
業
選
択
の

一
つ
と
し
て
、
職
場
体
験
を
行

う
こ
と
は
、
大
切
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
武
器
を
触

ら
せ
る
こ
と
は
、
教
育
の
面
か

ら
余
り
好
ま
し
く
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
今
後
、
学
校
と
自

衛
隊
の
間
で
職
場
体
験
の
内
容

に
つ
い
て
協
議
す
る
よ
う
働
き

か
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

質
問

学
童
保
育
の
保
育
料
の

軽
減
制
度
を
拡
充
す
る
考
え
は
。

答

県
内
で
は
５
市
で
多
子

世
帯
に
対
し
て
、
保
育
料
の
軽

減
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
本
市

で
も
多
子
世
帯
へ
の
軽
減
対
策

な
ど
も
含
め
た
補
助
制
度
の
拡

充
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

質
問

今
年
度
か
ら
群
馬
県
が

町
村
を
対
象
に
無
料
学
習
支
援

を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
本
市

で
の
実
施
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
が
小
学
生
を
対
象
に
実
施
し

て
い
る
「
お
さ
ら
い
教
室
」
を

中
学
生
ま
で
対
象
を
広
げ
、
同

セ
ン
タ
ー
に
委
託
す
る
方
式
で

実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

質
問

学
習
支
援
を
単
な
る
無

篠
木
　
正
明 

議
員

子
育
て
支
援
に
つ
い
て
及
び

　
　
自
衛
隊
へ
の
職
場
体
験
に
つ
い
て

　市政についての意見や要望などがある場合は、請
願書や陳情書を提出することができます。これは市
民の皆さんの声を市政に反映させようという考えか
らで、議員の紹介のあるものを「請願」、議員の紹介
のないものを「陳情」に区別しています。
　提出された請願書は、所管の常任委員会において
慎重に審査され、その結果をもとに、本会議で改め
て審議を行います。採択･不採択の結果については、
提出者へ郵送により通知します。なお、採択された
請願は、市長にその実現を要望したり、国や関係行
政庁に対し意見書として提出されます。また、提出
された陳情書等は、その写しを議場に配付します。

請願・陳情の提出方法等

提出に必要な記載事項
○次の事項を邦文で記載し、議長あてに提出してくだ
さい。

（1）請願（陳情）の名称
（2）請願（陳情）の趣旨と要望事項
（3）提出年月日
（4）宛名（館林市議会議長あて）
（5）請願（陳情）者の住所、記名または署名、押印
※請願者が２名以上の場合は、代表者を明示の上、
請願者全員が署名・押印してください。

※法人や団体の場合は、その事務所の所在地、名称、
代表者の役職・氏名を記入の上、法人代表者印
または代表者の個人印の押印をお願いします。

（6）請願として提出する場合には、紹介議員の自筆
署名または記名押印

（7）国または関係行政庁への意見書提出を求める請願
については、別途「意見書の案文」を添付

・・・に関する請
願書

又は陳情書

氏名　　　　　
　　印

紹介議員

（陳情書は紹介
議員は

　　　　　　必
要ありません）

（表紙）

（件名）　・・・に関する請願　　　　　　　　　又は陳情
（要旨）　・・・・・・・・（要望）　・・・・・・・・
平成　年　月　日
館林市議会議長　　　　　様
請願者（代表者）
　住所
　氏名　　　　　　　　　印

（本文）

提出場所
　館林市役所３階の議会事務局に、平日の午前８時
30分から午後５時15分までに持参してください。

受付締切
・請願書の提出については、定例会開会８日前の午後
５時で締め切り、その後提出されたものは次の定例
会での扱いとなります。

・陳情書については、定例会の会期中に提出されたも
のは、その会期中に写しを議場に配付します。

 ただし、最終日及び閉会中に提出されたものは次の
定例会での扱いとなります。
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し て み ま せ ん か
議 会 を 傍 聴

　本会議・常任委員会・特別委員会はだれでも傍聴することができます。議会では皆さんの生活に
直結した重要な問題が審議されます。市政を身近に知るためにも、ぜひ議会を傍聴してください。
　傍聴手続きは、議会棟の３階または４階に備え付けの用紙に住所・氏名を記入するだけです。
　なお、傍聴席には限りがありますので、団体の場合は予め議会事務局までご連絡ください。

３月	 	 3 日（金）　本会議＝会期の決定、議案提案説明など

	 	 6 日（月）　本会議＝議案に対する質疑、委員会付託など

	 	 7 日（火）・	 8日（水）　本会議＝一般質問

	 	 9 日（木）・10日（金）　委員会＝常任委員会

	 14日（火）・15日（水）・16日（木）　委員会＝予算特別委員会

	 22日（水）　本会議＝表決

【３月定例会の予定】

☆本会議は午前 10 時開会予定です。会議の日程、時間等は変更になることもあります。
☆一般質問の通告順位表は、３月１日（水）から市のホームページでご覧いただける予定です。
　（http://www.city.tatebayashi.gunma.jp ⇒市議会をクリックしてお入りください。）


